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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動の作業機と、前記作業機が取り付けられかつ運転室を有する本体部とを有する乗り
物に搭載される投写型表示装置であって、
　前記乗り物の位置及び前記運転室の向きを検出する検出部と、
　光源から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空間変調する光変調部を含み
、前記光変調部により空間変調して得られた画像光を前記運転室に搭載された投写面に投
写して前記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、
　前記光変調部に入力する前記画像情報を制御して前記投写表示部により表示させる虚像
を制御する表示制御部と、を備え、
　前記表示制御部は、記憶部に記憶された前記乗り物の位置、前記運転室の向き、及び、
前記作業機の姿勢を指定する作業計画情報と前記検出部により検出された前記位置及び前
記向きとに基づいて、計画上の前記作業機の状態を示す、前記作業機を模した作業機虚像
を前記投写表示部に表示させる投写型表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の投写型表示装置であって、
　前記表示制御部は、前記作業機虚像の表示位置を、前記作業計画情報によって指定され
る前記向きと、前記検出部により検出された前記向きとの差に基づいて制御する投写型表
示装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２記載の投写型表示装置であって、
　前記表示制御部は、前記作業機虚像の表示サイズを、前記作業計画情報によって指定さ
れる前記位置と、前記検出部により検出された前記位置との差に基づいて制御する投写型
表示装置。
【請求項４】
　請求項２記載の投写型表示装置であって、
　前記表示制御部は、前記作業計画情報によって指定される前記向きと、前記検出部によ
り検出された前記向きとの差が閾値以上の場合には、前記作業機虚像に代えて前記運転室
の向きの変更を指示する情報を前記投写表示部に表示させる投写型表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項記載の投写型表示装置であって、
　前記投写表示部によって表示される前記作業機虚像と前記作業機とが前記運転室の運転
席から見て重なるか否かを判定する重なり判定部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記重なり判定部によって前記作業機虚像と前記作業機とが重なる
と判定された場合に、前記作業機が最適姿勢になったことを前記運転室にいる作業者に報
知する投写型表示装置。
【請求項６】
　請求項５記載の投写型表示装置であって、
　前記表示制御部は、前記重なり判定部によって前記作業機虚像と前記作業機とが重なる
と判定された場合に、前記作業機が前記最適姿勢になったことを前記運転室にいる前記作
業者に報知するための報知情報を前記投写表示部に表示させる投写型表示装置。
【請求項７】
　請求項５記載の投写型表示装置であって、
　前記表示制御部は、前記重なり判定部によって前記作業機虚像と前記作業機とが重なる
と判定された場合に、前記作業機が前記最適姿勢になったことを音で前記運転室にいる前
記作業者に報知する投写型表示装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項記載の投写型表示装置であって、
　前記表示制御部は、前記作業機虚像を表示させている場合に、前記作業機の操作内容を
指示するための情報を前記投写表示部に更に表示させる投写型表示装置。
【請求項９】
　可動の作業機と、前記作業機が取り付けられかつ運転室を有する本体部とを有する乗り
物に搭載される投写型表示装置の制御方法であって、
　前記投写型表示装置は、光源から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空間
変調する光変調部と、前記光変調部により空間変調して得られた画像光を前記運転室に搭
載された投写面に投写して前記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、を有し、
　前記乗り物の位置及び前記運転室の向きを検出する検出ステップと、
　記憶部に記憶された前記乗り物の位置、前記運転室の向き、及び、前記作業機の姿勢を
指定する作業計画情報と、前記検出ステップにより検出された前記位置及び前記向きとに
基づいて、計画上の前記作業機の状態を示す、前記作業機を模した作業機虚像を前記投写
表示部に表示させる表示制御ステップを備える投写型表示装置の制御方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記表示制御ステップでは、前記作業機虚像の表示位置を、前記作業計画情報によって
指定される前記向きと前記検出ステップにより検出された前記向きとの差に基づいて制御
する投写型表示装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記表示制御ステップでは、前記作業機虚像の表示サイズを、前記作業計画情報によっ
て指定される前記位置と、前記検出ステップにより検出された前記位置との差に基づいて
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制御する投写型表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　請求項１０記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記表示制御ステップでは、前記作業計画情報によって指定される前記向きと、前記検
出ステップにより検出された前記向きとの差が閾値以上の場合には、前記作業機虚像に代
えて前記運転室の向きの変更を指示する情報を前記投写表示部に表示させる投写型表示装
置の制御方法。
【請求項１３】
　請求項９～１２のいずれか１項記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記投写表示部によって表示される前記作業機虚像と前記作業機とが前記運転室の運転
席から見て重なるか否かを判定する重なり判定ステップを更に備え、
　前記表示制御ステップでは、前記重なり判定ステップによって前記作業機虚像と前記作
業機とが重なると判定された場合に、前記作業機が最適姿勢になったことを前記運転室内
にいる作業者に報知する投写型表示装置の制御方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記表示制御ステップでは、前記重なり判定ステップによって前記作業機虚像と前記作
業機とが重なると判定された場合に、前記作業機が前記最適姿勢になったことを前記運転
室内にいる前記作業者に報知するための報知情報を前記投写表示部に表示させる投写型表
示装置の制御方法。
【請求項１５】
　請求項１３記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記表示制御ステップでは、前記重なり判定ステップによって前記作業機虚像と前記作
業機とが重なると判定された場合に、前記作業機が前記最適姿勢になったことを音で前記
運転室内にいる作業者に報知する投写型表示装置の制御方法。
【請求項１６】
　請求項９～１５のいずれか１項記載の投写型表示装置の制御方法であって、
　前記表示制御ステップでは、前記作業機虚像を表示させている場合に、前記作業機の操
作内容を指示するための情報を前記投写表示部に更に表示させる投写型表示装置の制御方
法。
【請求項１７】
　可動の作業機と、前記作業機が取り付けられかつ運転室を有する本体部とを有する乗り
物に搭載される投写型表示装置の制御プログラムであって、
　前記投写型表示装置は、光源から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空間
変調する光変調部と、前記光変調部により空間変調して得られた画像光を前記運転室に搭
載された投写面に投写して前記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、を有し、
　前記乗り物の位置及び前記運転室の向きを検出する検出ステップと、
　記憶部に記憶された前記乗り物の位置、前記運転室の向き、及び、前記作業機の姿勢を
指定する作業計画情報と、前記検出ステップにより検出された前記位置及び前記向きとに
基づいて、計画上の前記作業機の状態を示す、前記作業機を模した作業機虚像を前記投写
表示部に表示させる表示制御ステップと、をコンピュータに実行させるための投写型表示
装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投写型表示装置、投写型表示装置の制御方法、及び、投写型表示装置の制御
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　油圧ショベル、ホイールローダー、ブルドーザ、又は、モーターグレーダー等の作業者
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が作業機を運転室から観察できる各種の作業用機械を用いて建設作業又は土木作業を行う
際の作業効率を、ＨＵＤ（Ｈｅａｄ－ｕｐ　Ｄｉｓｐｌａｙ）を利用して向上させる技術
が特許文献１及び特許文献２に開示されている。
【０００３】
　特許文献１には、バケットの昇降方向と昇降量の情報をＨＵＤによって運転席前方に表
示する油圧ショベルが記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、施工計画図をＨＵＤによって運転席前方に表示する油圧ショベルが記
載されている。
【０００５】
　また、特許文献３には、施工計画図と、施工の現況を示す情報と、現況におけるバケッ
トの位置を示すバケット画像とを、運転室内の表示装置に表示する油圧ショベルが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－１２９６７６号公報
【特許文献２】特開２０１０－０１８１４１号公報
【特許文献３】特開２０１２－２５５２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２及び特許文献３の技術によれば、施工計画図を確認しながら作業用機械を操
作することができるため、作業効率を向上させることが可能である。しかし、施工計画図
や現在のバケットの位置が表示されるだけでは、熟練度の低い作業者にとっては目標通り
の施工を行うことは難しい。
【０００８】
　特許文献１の技術によれば、施工計画図と共にバケットの昇降量が表示されるため、熟
練度の低い作業者に対する作業支援として有効となる。しかし、施工すべき範囲は広範囲
となる場合もあり、この場合には、施工すべき範囲におけるどの位置においてバケットを
昇降させる必要があるかを作業者は判断する必要がある。特許文献１にはこのような判断
の支援の必要性については考慮していない。
【０００９】
　また、特許文献１の油圧ショベルでは、作業者が車体を旋回又は前進させることでバケ
ットを適当な位置に移動させて停止し、その位置でＨＵＤによって表示される昇降量にし
たがってバケットを操作する手順を繰り返すことが考えらえる。このような手順では、作
業者の熟練度によっては車体が無駄に動いている可能性もあり、作業効率が低下する可能
性がある。
【００１０】
　ここでは建設機械を例に説明したが、運転席前方において運転者が操作可能な作業機を
搭載する乗り物（例えば、フォークリフト等）に搭載されるＨＵＤにおいても同様に作業
効率の向上という課題が生じる。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、作業機を有する乗り物による作業効
率を向上させることのできる投写型表示装置、投写型表示装置の制御方法、及び、投写型
表示装置の制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の投写型表示装置は、可動の作業機と、上記作業機が取り付けられかつ運転室を
有する本体部とを有する乗り物に搭載される投写型表示装置であって、上記乗り物の位置
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及び上記運転室の向きを検出する検出部と、光源から出射される光を、入力される画像情
報に基づいて空間変調する光変調部を含み、上記光変調部により空間変調して得られた画
像光を上記運転室に搭載された投写面に投写して上記画像光に基づく虚像を表示する投写
表示部と、上記光変調部に入力する上記画像情報を制御して上記投写表示部により表示さ
せる虚像を制御する表示制御部と、を備え、上記表示制御部は、記憶部に記憶された上記
乗り物の位置、上記運転室の向き、及び、上記作業機の姿勢を指定する作業計画情報と上
記検出部により検出された上記位置及び上記向きとに基づいて、計画上の上記作業機の状
態を示す、上記作業機を模した作業機虚像を上記投写表示部に表示させるものである。
【００１３】
　本発明の投写型表示装置の制御方法は、可動の作業機と、上記作業機が取り付けられか
つ運転室を有する本体部とを有する乗り物に搭載される投写型表示装置の制御方法であっ
て、上記投写型表示装置は、光源から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空
間変調する光変調部と、上記光変調部により空間変調して得られた画像光を上記運転室に
搭載された投写面に投写して上記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、を有し、
上記乗り物の位置及び上記運転室の向きを検出する検出ステップと、記憶部に記憶された
上記乗り物の位置、上記運転室の向き、及び、上記作業機の姿勢を指定する作業計画情報
と、上記検出ステップにより検出された上記位置及び上記向きとに基づいて、計画上の上
記作業機の状態を示す、上記作業機を模した作業機虚像を上記投写表示部に表示させる表
示制御ステップを備えるものである。
【００１４】
　本発明の投写型表示装置の制御プログラムは、可動の作業機と、上記作業機が取り付け
られかつ運転室を有する本体部とを有する乗り物に搭載される投写型表示装置の制御プロ
グラムであって、上記投写型表示装置は、光源から出射される光を、入力される画像情報
に基づいて空間変調する光変調部と、上記光変調部により空間変調して得られた画像光を
上記運転室に搭載された投写面に投写して上記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部
と、を有し、上記乗り物の位置及び上記運転室の向きを検出する検出ステップと、記憶部
に記憶された上記乗り物の位置、上記運転室の向き、及び、上記作業機の姿勢を指定する
作業計画情報と、上記検出ステップにより検出された上記位置及び上記向きとに基づいて
、計画上の上記作業機の状態を示す、上記作業機を模した作業機虚像を上記投写表示部に
表示させる表示制御ステップと、をコンピュータに実行させるためのものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、作業機を有する乗り物による作業効率を向上させることのできる投写
型表示装置、投写型表示装置の制御方法、及び、投写型表示装置の制御プログラムを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の投写型表示装置の一実施形態であるＨＵＤ１０を搭載する建設機械１の
概略構成を示す模式図である。
【図２】図１に示す建設機械１における運転室５の内部構成例を示す模式図である。
【図３】図１に示す建設機械１における運転室５内の構成例を示す模式図である。
【図４】図１及び図２に示すＨＵＤ１０の内部構成を示す模式図である。
【図５】図４に示すシステム制御部６０の機能ブロック図である。
【図６】図５に示すシステム制御部６０の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】図５に示すシステム制御部６０の動作を説明するためのフローチャートである。
【図８】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図９】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１０】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１１】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１２】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
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【図１３】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１４】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１５】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１６】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１７】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【図１８】図１に示すＨＵＤ１０の投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の投写型表示装置の一実施形態であるＨＵＤ１０を搭載する建設機械１
の概略構成を示す模式図である。
【００１９】
　建設機械１は、油圧ショベルであって、下部走行体２、下部走行体２に旋回可能に支持
される上部旋回体３、及び、上部旋回体３によって支持されたフロント作業部４等の各部
から構成されている。下部走行体２及び上部旋回体３は建設機械１の本体部を構成する。
【００２０】
　下部走行体２は、公道及び作業現場を走行するための金属製又はゴム製のクローラを備
える。
【００２１】
　上部旋回体３は、フロント作業部４を操作するための操作装置及び作業者が着座するた
めの運転席６が設置される運転室５と、運転室５の向きを検出する方位センサ１４と、建
設機械１の位置（緯度及び経度）を検出するＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１５と、を備える。
【００２２】
　フロント作業部４は、上部旋回体３によって重力方向と重力方向に直交する方向（図中
の上下方向及び紙面に垂直な方向）とに移動可能に支持されたアーム４Ｃと、アーム４Ｃ
によってアーム４Ｃに対し回転可能に支持されたブーム４Ｂと、ブーム４Ｂによってブー
ム４Ｂに対して回転可能に支持されたバケット４Ａと、を備える。バケット４Ａは、地面
又は搬出物等の作業対象物に対して直接接触可能な部分であり、作業機を構成する。
【００２３】
　なお、バケット４Ａに代えて、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、つかみ機、又は、打
撃式破砕具等の他の作業機がブーム４Ｂに装着された構成であってもよい。
【００２４】
　バケット４Ａは、アーム４Ｃ及びブーム４Ｂを介して、運転室５に対して図中の上下方
向に移動させることができる。また、バケット４Ａは、運転席６に着座する作業者の視線
方向及び重力方向と直交する方向を軸として回転可能となっている。また、ブーム４Ｂは
、図中の紙面に垂直な方向を軸として回転可能となっている。
【００２５】
　図示省略されているが、フロント作業部４には、フロント作業部４の姿勢を検出するた
めの角速度センサ及び３軸加速度センサ等のセンサ群が設けられている。
【００２６】
　運転室５には、運転席６の前方にフロントウインドシールド１１が設けられており、こ
のフロントウインドシールド１１の一部は、後述する画像光を反射させる加工がなされた
領域となっている。そして、この領域が、ＨＵＤ１０から出射された画像光が投写される
投写範囲１１Ａを構成している。方位センサ１４は、フロントウインドシールド１１の正
面の方向を検出するために設けられている。
【００２７】
　ＨＵＤ１０は、運転室５内に設置されており、フロントウインドシールド１１の一部の
領域である投写範囲１１Ａに投写する画像光により、運転席６に着座する作業者によって
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フロントウインドシールド１１前方において虚像を視認可能に表示する。
【００２８】
　図２は、図１に示す建設機械１における運転室５の内部構成例を示す模式図である。
【００２９】
　図２に示すように、ＨＵＤ１０は、作業者が運転席６に着座した状態で、作業者の上方
かつ後方に設けられている。ＨＵＤ１０は、ＧＰＳ受信機１５の検出信号と、方位センサ
１４の検出信号と、フロント作業部４に設けられたセンサ群の検出信号と、内部に予め記
憶されている作業計画情報とに基づいて、作業支援のための虚像をフロントウインドシー
ルド１１の前方に表示する。
【００３０】
　建設機械１の作業者は、フロントウインドシールド１１の投写範囲１１Ａに投写され、
ここで反射された画像光を見ることで、建設機械１による作業を支援するための画像又は
文字等の情報を虚像として視認することができる。また、投写範囲１１Ａは、ＨＵＤ１０
から投写された画像光を反射すると同時に、外部（外界）からの光を透過する機能を持つ
。このため、作業者は、ＨＵＤ１０から投写された画像光に基づく虚像を外界の景色に重
ねて視認することができる。
【００３１】
　ＨＵＤ１０は、図１の例では油圧ショベルに搭載されて用いられるが、運転席前方にお
いて作業者が操作可能な作業機を搭載する作業用機械（例えば、ホイールローダー、ブル
ドーザ、モーターグレーダー、又は、フォークリフト等）であれば同様に搭載可能である
。
【００３２】
　図３は、図１に示す建設機械１における運転室５内の構成例を示す模式図である。
【００３３】
　運転室５は、フロントウインドシールド１１、右サイドウインドシールド２１、及び、
左サイドウインドシールド２２に取り囲まれている。運転室５は、フロント作業部４の曲
げ伸ばし及び上部旋回体３の旋回を操作するための左操作レバー２３及びフロント作業部
４のバケット４Ａの掘削及び開放を操作するための右操作レバー２４等を運転席６周りに
備える。なお、左操作レバー２３と右操作レバー２４への操作機能の割り当ては一例であ
り、これに限定されるものではない。
【００３４】
　フロントウインドシールド１１には、ＨＵＤ１０から出射された画像光が投写される投
写範囲１１Ａがあり、この投写範囲１１Ａが画像光を反射すると同時に、外部（外界）か
らの光を透過する。
【００３５】
　なお、建設機械１は、図示省略されているが、下部走行体２によって走行する際に操作
される走行用のハンドル、アクセル、及び、ブレーキ等が設けられている。
【００３６】
　図４は、図１及び図２に示すＨＵＤ１０の内部構成を示す模式図である。
【００３７】
　ＨＵＤ１０は、光源ユニット４０と、光変調素子４４と、光変調素子４４を駆動する駆
動部４５と、投写光学系４６と、拡散板４７と、反射ミラー４８と、拡大鏡４９と、光源
ユニット４０及び駆動部４５を制御するシステム制御部６０と、フラッシュメモリ等の記
憶媒体により構成されうる記憶部７０と、を備える。
【００３８】
　光源ユニット４０は、光源制御部４０Ａと、赤色光を出射する赤色光源であるＲ光源４
１ｒと、緑色光を出射する緑色光源であるＧ光源４１ｇと、青色光を出射する青色光源で
あるＢ光源４１ｂと、ダイクロイックプリズム４３と、Ｒ光源４１ｒとダイクロイックプ
リズム４３の間に設けられたコリメータレンズ４２ｒと、Ｇ光源４１ｇとダイクロイック
プリズム４３の間に設けられたコリメータレンズ４２ｇと、Ｂ光源４１ｂとダイクロイッ
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クプリズム４３の間に設けられたコリメータレンズ４２ｂと、を備えている。
【００３９】
　ダイクロイックプリズム４３は、Ｒ光源４１ｒ、Ｇ光源４１ｇ、及びＢ光源４１ｂの各
々から出射される光を同一光路に導くための光学部材である。すなわち、ダイクロイック
プリズム４３は、コリメータレンズ４２ｒによって平行光化された赤色光を透過させて光
変調素子４４に出射する。また、ダイクロイックプリズム４３は、コリメータレンズ４２
ｇによって平行光化された緑色光を反射させて光変調素子４４に出射する。さらに、ダイ
クロイックプリズム４３は、コリメータレンズ４２ｂによって平行光化された青色光を反
射させて光変調素子４４に出射する。このような機能を持つ光学部材としては、ダイクロ
イックプリズムに限らない。例えば、クロスダイクロイックミラーを用いてもよい。
【００４０】
　Ｒ光源４１ｒ、Ｇ光源４１ｇ、及び、Ｂ光源４１ｂは、それぞれ、レーザ又はＬＥＤ（
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の発光素子が用いられる。Ｒ光源４１ｒ
、Ｇ光源４１ｇ、及び、Ｂ光源４１ｂは、ＨＵＤ１０の光源を構成する。本実施形態では
、ＨＵＤ１０の光源として、Ｒ光源４１ｒとＧ光源４１ｇとＢ光源４１ｂの３つの光源を
含むものとしているが、光源の数は１つ、２つ、又は、４つ以上であってもよい。
【００４１】
　光源制御部４０Ａは、Ｒ光源４１ｒ、Ｇ光源４１ｇ、及び、Ｂ光源４１ｂの各々の発光
量を予め決められた発光量パターンに設定し、この発光量パターンに従ってＲ光源４１ｒ
、Ｇ光源４１ｇ、及び、Ｂ光源４１ｂから光を順次出射させる制御を行う。
【００４２】
　光変調素子４４は、ダイクロイックプリズム４３から出射された光を画像情報に基づい
て空間変調し、空間変調した光（赤色画像光、青色画像光、及び緑色画像光）を投写光学
系４６に出射する。
【００４３】
　光変調素子４４としては、例えば、ＬＣＯＳ（Ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｏｎ　
ｓｉｌｉｃｏｎ）、ＤＭＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｍｉｒｒｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ）
、ＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）素
子、又は、液晶表示素子等を用いることができる。
【００４４】
　駆動部４５は、システム制御部６０から入力される画像情報に基づいて光変調素子４４
を駆動し、画像情報に応じた光（赤色画像光、青色画像光、及び緑色画像光）を光変調素
子４４から投写光学系４６に向けて出射させる。
【００４５】
　光変調素子４４と駆動部４５とは、ＨＵＤ１０の光変調部を構成する。
【００４６】
　投写光学系４６は、光変調素子４４から出射された光を、拡散板４７に投写するための
光学系である。この光学系は、レンズに限らず、スキャナを用いることもできる。例えば
、走査型スキャナから出射された光を拡散板４７で拡散させて面光源化してもよい。
【００４７】
　反射ミラー４８は、拡散板４７で拡散された光を拡大鏡４９に向けて反射させる。
【００４８】
　拡大鏡４９は、反射ミラー４８で反射されてきた光に基づく像を拡大させて投写範囲１
１Ａに投写する。
【００４９】
　光源ユニット４０、光変調素子４４、駆動部４５、投写光学系４６、拡散板４７、反射
ミラー４８、及び、拡大鏡４９は、Ｒ光源４１ｒ、Ｇ光源４１ｇ、及び、Ｂ光源４１ｂか
ら出射される光を、システム制御部６０から入力された画像情報に基づいて空間変調し、
空間変調して得られた画像光を投写範囲１１Ａに投写する投写表示部５０を構成する。投
写範囲１１Ａは、投写表示部５０によって虚像を表示可能な表示範囲を構成している。
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【００５０】
　システム制御部６０は、光源制御部４０Ａ及び駆動部４５を制御して、画像情報に基づ
く画像光を、投写光学系４６を介して拡散板４７に出射させる。
【００５１】
　図４に示した拡散板４７、反射ミラー４８、及び、拡大鏡４９は、投写範囲１１Ａに投
写された画像光に基づく画像が、フロントウインドシールド１１前方の位置において虚像
として視認可能となるように光学設計がなされている。
【００５２】
　システム制御部６０は、プロセッサを主体に構成されており、プロセッサの実行するプ
ログラム等が記憶されるＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びワークメモリ
としてのＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を含む。
【００５３】
　記憶部７０は複数の作業計画情報を記憶している。
【００５４】
　作業計画情報は、バケット４Ａによって掘削を開始すべき建設機械１の位置（緯度及び
経度）、その位置における運転室５の向き、その位置における掘削開始の際のバケット４
Ａの姿勢（バケット４Ａの上下方向の位置及びバケット４Ａの運転室５からの距離等を含
む）、及び、その位置における掘削量をそれぞれ指定する情報である。なお、作業計画情
報において掘削量の情報は省略されてもよい。
【００５５】
　以下では、作業計画情報によって指定される建設機械１の位置を計画位置といい、作業
計画情報によって指定される運転室５の向きを計画向きといい、作業計画情報によって指
定されるバケット４Ａの姿勢を計画姿勢という。
【００５６】
　図４に示すセンサ群８０は、フロント作業部４に設けられた３軸加速度センサ及び角速
度センサ等である。センサ群８０で検出された加速度情報及び角速度情報と、方位センサ
１４によって検出された運転室５の向きを示す方位情報と、ＧＰＳ受信機１５で検出され
た緯度及び経度を示す建設機械１の位置情報は、システム制御部６０に入力される。
【００５７】
　システム制御部６０は、記憶部７０から読み出した作業計画情報と、方位センサ１４か
ら入力された方位情報と、ＧＰＳ受信機１５から入力された位置情報とに基づいて、バケ
ット４Ａを模した作業機虚像を表示するための画像情報を生成し、この画像情報に基づく
画像光を投写範囲１１Ａに投写させる。なお、ＨＵＤ１０は、記憶部７０を備えるとした
が、これに限らない。ＨＵＤ１０は、ＨＵＤ１０に外付けされた記憶媒体に記憶された作
業計画情報を読み出しても良い。また、ＨＵＤ１０は、ネットワークを介して、建設機械
１の外部にある記憶媒体から作業計画情報を読み出しても良い。
【００５８】
　図５は、図４に示すシステム制御部６０の機能ブロック図である。
【００５９】
　システム制御部６０は、検出部６１と、重なり判定部６２と、表示制御部６３と、を備
える。検出部６１、重なり判定部６２、及び、表示制御部６３は、システム制御部６０の
プロセッサがＲＯＭに記憶された制御プログラムを含むプログラムを実行することで形成
される機能ブロックである。
【００６０】
　検出部６１は、センサ群８０から入力された加速度情報及び角速度情報に基づいて、バ
ケット４Ａの上下方向の位置及びバケット４Ａの運転室５からの距離によって決まるバケ
ット４Ａの姿勢を検出する。検出部６１によって検出されるバケット４Ａの姿勢を以下で
は検出姿勢という。
【００６１】
　また、検出部６１は、方位センサ１４から入力された方位情報に基づいて、運転室５の
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向き（フロントウインドシールド１１の正面の向き）を検出する。検出部６１によって検
出される運転室５の向きを以下では検出向きという。
【００６２】
　更に、検出部６１は、ＧＰＳ受信機１５から入力された位置情報に基づいて、建設機械
１の位置を検出する。検出部６１によって検出される建設機械１の位置を以下では検出位
置という。
【００６３】
　表示制御部６３は、駆動部４５に入力する画像情報を制御して投写表示部５０により表
示させる虚像を制御する。
【００６４】
　表示制御部６３は、記憶部７０に記憶された複数の作業計画情報のいずれかと、検出部
６１によって検出される検出位置及び検出向きとに基づいて、投写範囲１１Ａの所定位置
にバケット４Ａを模したバケット虚像（作業機虚像）を投写表示部５０に表示させること
で、掘削作業を開始するのに適した建設機械１の位置、運転室５の向き、及び、バケット
４Ａの姿勢を作業者に提示する。
【００６５】
　重なり判定部６２は、検出位置と計画位置が一致しかつ検出向きと計画向きが一致する
場合に、検出姿勢と計画姿勢とに基づいて、投写表示部５０によって表示されるバケット
虚像と、バケット４Ａとが、運転席６から見て重なる状態にあるか否かを判定する。バケ
ット虚像とバケット４Ａとが重なる状態とは、バケット虚像の外縁とバケット４Ａの外縁
とが完全に重なる状態の他、これら２つの外縁が僅かにずれている状態も含まれる。
【００６６】
　また、検出位置と計画位置とが一致するとは、検出位置と計画位置とが完全に一致する
場合に限らず、検出位置と計画位置との差が予め決められた値以下となる場合を言う。検
出向きと計画向きとが一致するとは、フロントウインドシールド１１の正面が掘削作業を
行う位置と対向しかつ検出向きと計画向きとが完全に一致する場合に限らず、フロントウ
インドシールド１１の正面が掘削作業を行う位置と対向しかつ検出向きと計画向きとの差
が予め決められた値以下となる場合を言う。
【００６７】
　具体的には、重なり判定部６２は、検出姿勢と、記憶部７０に記憶されている作業計画
情報に基づく計画姿勢の差を求め、この差が閾値未満である場合には、バケット虚像とバ
ケット４Ａとが運転席６から見て重なっていると判定し、この差が閾値以上である場合に
は、バケット虚像とバケット４Ａとが運転席６から見て重なっていないと判定する。
【００６８】
　なお、運転席６に着座する作業者の視界と同じ範囲を撮像することのできるデジタルカ
メラを運転室５内に設置しておき、重なり判定部６２は、このデジタルカメラの撮像画像
を解析することで、投写表示部５０によって表示中のバケット虚像とバケット４Ａとが運
転席６から見て重なっているか否かを判定してもよい。
【００６９】
　表示制御部６３は、重なり判定部６２により、バケット虚像とバケット４Ａとが運転席
６から見て重なっていると判定された場合には、掘削作業を開始すべき状態になったこと
を作業者に報知するための報知情報を含む画像情報を生成して駆動部４５に入力し、この
報知情報を表示させる。
【００７０】
　報知情報とは、バケット４Ａが計画姿勢と一致したことを報知するための情報であって
、作業者が容易に視認することが可能な画像又は文字等の情報である。
【００７１】
　図６及び図７は、図５に示すシステム制御部６０の動作を説明するためのフローチャー
トである。図８～図１８は、投写表示部５０による表示例を示す模式図である。
【００７２】
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　ＨＵＤ１０では、記憶部７０に複数の作業計画情報Ｄｎ（ｎは２以上の整数）が予め記
憶されており、複数の作業計画情報Ｄｎの各々には作業の実行順序が対応付けて記憶され
ている。なお、“ｎ”の値は、実行順序が早いものほど小さい値となっている。
【００７３】
　ＨＵＤ１０が起動し、作業支援モードに設定されると、表示制御部６３は、まず、実行
順序が１番となる作業計画情報Ｄｎを記憶部７０から読み出す（ステップＳ１）。
【００７４】
　次に、検出部６１は、方位センサ１４からの方位情報及びＧＰＳ受信機１５からの位置
情報に基づいて、建設機械１の位置と運転室５の向きとを検出する（ステップＳ２）。
【００７５】
　次に、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０から読み出した作業計画情報に基
づく計画位置と、ステップＳ２で検出された検出位置とが一致するか否かを判定する（ス
テップＳ３）。
【００７６】
　ステップＳ３の判定がＹＥＳの場合、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０か
ら読み出した作業計画情報に基づく計画向きと、ステップＳ２で検出された検出向きとが
一致するか否かを判定する（ステップＳ４）。
【００７７】
　ステップＳ４の判定がＹＥＳの場合、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０か
ら読み出した作業計画情報によって指定される計画姿勢に基づいて、図８に示すように、
バケット４Ａを模したバケット虚像１０１Ｃと、このバケット虚像１０１Ｃにバケット４
Ａを重ねるよう指示するテキスト画像１１１とを投写表示部５０に表示させる（ステップ
Ｓ５）。テキスト画像１１１は、バケット４Ａの操作内容を指示するための情報である。
なお、テキスト画像１１１の表示は必須ではない。
【００７８】
　バケット虚像１０１Ｃは、バケット４Ａが計画姿勢にある状態で、運転席６から投写範
囲１１Ａ内に観察されるこのバケット４Ａを仮想的に示すものである。したがって、この
バケット虚像１０１Ｃとバケット４Ａとを重ね合わせる操作を行うことで、バケット４Ａ
の空間上の位置を計画上の位置に一致させることが可能となる。
【００７９】
　ステップＳ５でバケット虚像が表示されると、重なり判定部６２は、バケット虚像とバ
ケット４Ａとが重なっているか否かを判定する（ステップＳ６）。
【００８０】
　図８に示す状態から、作業者がバケット４Ａを上方向に移動させることで図９に示す状
態となり、バケット虚像１０１Ｃとバケット４Ａとが重なったと判定されると（ステップ
Ｓ６：ＹＥＳ）、表示制御部６３は、図９に示されるように、掘削開始の最適姿勢になっ
たことを示すテキスト画像１１２と、バケット４Ａの移動方向及び掘削量（１０ｍ）を指
示する画像１１３とを投写表示部５０により表示させる（ステップＳ７）。テキスト画像
１１２は、報知情報を構成する。
【００８１】
　図９に示すように画像が表示された後、表示制御部６３は、作業者のマニュアル操作に
よる次の作業計画情報Ｄｎへの移行の指示を待機し、この指示を受けると（ステップＳ８
：ＹＥＳ）、“ｎ”を“ｎ＋１”に変更し（ステップＳ９）、ステップＳ１に処理を戻す
。表示制御部６３は、この指示を受けていない場合（ステップＳ８：ＮＯ）には、ステッ
プＳ７に処理を戻して図９の表示を継続する。
【００８２】
　ステップＳ４において、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０から読み出した
作業計画情報に基づく計画向きと、ステップＳ２で検出された検出向きとが一致しないと
判定した場合（ステップＳ４：ＮＯ）には、ステップＳ１で記憶部７０から読み出した作
業計画情報に基づく計画向きと、ステップＳ２で検出された検出向きとの差が閾値以上か
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否かを判定する（図７、ステップＳ１１）。
【００８３】
　ステップＳ１１の判定がＹＥＳの場合、表示制御部６３は、計画姿勢に基づくバケット
虚像の表示は行わず、計画向きに運転室５の向きを近づけるために必要な運転室５の回転
方向を指示する回転指示虚像を投写表示部５０によって表示させる（ステップＳ１２）。
【００８４】
　図１０には、回転指示虚像として、運転室５を左旋回させることを指示する回転矢印画
像１０２と、「バケット画像が表示されるまで左旋回させてください」といった文字を示
すテキスト画像１０３とが示されている。回転矢印画像１０２とテキスト画像１０３とは
、運転室５の向きの変更を指示する情報である。
【００８５】
　ステップＳ１１の判定がＮＯの場合、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０か
ら読み出した作業計画情報に基づく計画姿勢と、ステップＳ１で読み出した作業計画情報
に基づく計画向きとステップＳ２で検出された検出向きとの差と、に基づいてバケット虚
像の表示位置及び表示サイズを決定し、決定した表示位置に決定した表示サイズでバケッ
ト虚像を投写表示部５０によって表示させる（ステップＳ１３）。
【００８６】
　ステップＳ１１の判定がＮＯとなる場合は、建設機械１の位置は計画通りとなっている
が、運転室５の向きが計画向きよりも左にずれていたり、右にずれていたりする状態であ
る。
【００８７】
　そこで、表示制御部６３は、この向きのずれを表現するために、作業計画情報に含まれ
る計画姿勢に基づくバケット虚像の表示サイズはそのままに、このバケット虚像の表示位
置を、計画向きと検出向きの差に基づいて制御する。
【００８８】
　具体的には、表示制御部６３は、検出向きが計画向きよりも右側にある場合には、図１
１に示すように、バケット虚像１０１Ａの表示サイズを、計画位置が検出位置と一致する
場合の表示サイズ（図７に示すバケット虚像１０１Ｃのサイズ）と同じとし、その表示位
置を、計画向きと検出向きが一致する場合の表示位置よりも、検出向きと計画向きとの差
に比例した距離だけ左側に移動させる。なお、図１１は、図１０に示す状態から建設機械
１の運転室５が左旋回された場合の表示例を示している。
【００８９】
　図１２は、図１１に示す状態から建設機械１の運転室５が更に左旋回された場合の表示
例を示している。図１２では、計画向きと検出向きの差が図１１の場合よりも小さくなっ
ているため、バケット虚像１０１Ａよりも右側の位置にバケット虚像１０１Ａが表示され
ている。
【００９０】
　ステップＳ１３の処理の後、表示制御部６３は、作業計画情報に基づく計画向きに運転
室５の向きを近づけることを指示する回転指示虚像を投写表示部５０によって表示させる
（ステップＳ１４）。
【００９１】
　図１１及び図１２には、回転指示虚像として、左旋回をイメージした回転矢印画像１０
２と、「左旋回させてバケットをバケット画像に重なるよう操作してください」といった
テキスト画像１０４とを表示する例が示されている。図１１及び図１２に示される回転矢
印画像１０２とテキスト画像１０４は、バケット４Ａの操作内容を指示するための情報で
ある。
【００９２】
　ステップＳ１２の処理またはステップＳ１４の処理の後は、図６のステップＳ４に処理
が戻り、計画向きと検出向きとが一致するまでステップＳ１１～ステップＳ１４の処理が
行われる。
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【００９３】
　ステップＳ３において、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０から読み出した
作業計画情報に基づく計画位置と、ステップＳ２で検出された検出位置とが一致しないと
判定した場合（ステップＳ３：ＮＯ）には、ステップＳ１で記憶部７０から読み出した作
業計画情報に基づく計画向きと、ステップＳ２で検出された検出向きとが一致するか否か
を判定する（ステップＳ１５）。
【００９４】
　ステップＳ１５の判定がＹＥＳの場合、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０
から読み出した作業計画情報に基づく計画姿勢と、ステップＳ１で読み出した作業計画情
報に基づく計画向きとステップＳ２で検出された検出向きとの差と、に基づいてバケット
虚像の表示位置及び表示サイズを決定し、決定した表示位置に決定した表示サイズでバケ
ット虚像を投写表示部５０によって表示させる（ステップＳ１６）。
【００９５】
　ステップＳ１５の判定がＹＥＳとなる場合は、建設機械１の運転室５の向きは計画通り
となっているが、建設機械１の位置が計画位置よりも前方にあったり後方にあったりする
状態である。
【００９６】
　そこで、表示制御部６３は、この位置のずれを表現するために、作業計画情報に含まれ
る計画姿勢に基づくバケット虚像の表示位置はそのままに、このバケット虚像の表示サイ
ズを、計画位置と検出位置の差に基づいて制御する。
【００９７】
　具体的には、表示制御部６３は、計画位置が検出位置よりも前方にある場合には、図１
３に示すように、バケット虚像１０１Ｄの表示サイズを、計画位置が検出位置と一致する
場合の表示サイズ（図７に示すバケット虚像１０１Ｃのサイズ）よりも小さくする。表示
制御部６３は、計画位置と検出位置の差が大きいほど、バケット虚像１０１Ｄの表示サイ
ズを小さくする。
【００９８】
　図１４は、図１３に示す状態から建設機械１が前進した場合の表示状態を示している。
図１４では、計画位置と検出位置との差が図１３の場合よりも小さくなっているため、バ
ケット虚像１０１Ｄよりもサイズの大きいバケット虚像１０１Ｅが表示されている。
【００９９】
　また、表示制御部６３は、計画位置が検出位置よりも後方にある場合には、図１５に示
すように、バケット虚像１０１Ｆの表示サイズを、計画位置が検出位置と一致する場合の
表示サイズ（図７に示すバケット虚像１０１Ｃのサイズ）よりも大きくする。表示制御部
６３は、計画位置と検出位置の差が大きいほど、バケット虚像１０１Ｆの表示サイズを大
きくする。
【０１００】
　ステップＳ１６の処理の後、表示制御部６３は、作業計画情報に含まれる計画位置に建
設機械１の位置を近づけることを指示する移動指示虚像を投写表示部５０によって表示さ
せる（ステップＳ１７）。
【０１０１】
　図１３及び図１４には、移動指示虚像として、前進をイメージした矢印画像１２１と、
「前進させてバケットをバケット画像に重なるよう操作してください」といったテキスト
画像１２２とを表示する例が示されている。
【０１０２】
　図１５には、移動指示虚像として、後退をイメージした矢印画像１２３と、「後退させ
てバケットをバケット画像に重なるよう操作してください」といったテキスト画像１２４
とを表示する例が示されている。矢印画像１２１、テキスト画像１２２、矢印画像１２３
、及び、テキスト画像１２４は、バケット４Ａの操作内容を指示するための情報である。
【０１０３】
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　ステップＳ１７の処理の後は、ステップＳ２に処理が戻る。
【０１０４】
　ステップＳ１５の判定がＮＯの場合、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０か
ら読み出した作業計画情報に基づく計画向きと、ステップＳ２で検出された検出向きとの
差が閾値以上か否かを判定する（ステップＳ１８）。
【０１０５】
　ステップＳ１８の判定がＹＥＳの場合、表示制御部６３は、計画姿勢に基づくバケット
虚像の表示は行わず、計画向きに運転室５の向きを近づけるために必要な建設機械１の移
動方向を指示する移動指示虚像を投写表示部５０によって表示させる（ステップＳ１９）
。
【０１０６】
　図１６には、移動指示虚像として、左前方に移動することを指示するテキスト画像１０
５が示されている。テキスト画像１０５は、建設機械１の位置及び運転室５の向きの変更
を指示する情報となる。
【０１０７】
　ステップＳ１８の判定がＮＯの場合、表示制御部６３は、ステップＳ１で記憶部７０か
ら読み出した作業計画情報に基づく計画姿勢と、ステップＳ１で読み出した作業計画情報
に基づく計画向きとステップＳ２で検出された検出向きとの差と、ステップＳ１で読み出
した作業計画情報に基づく計画位置とステップＳ２で検出された検出位置との差と、に基
づいてバケット虚像の表示位置及び表示サイズを決定し、決定した表示位置に決定した表
示サイズでバケット虚像を投写表示部５０によって表示させる（ステップＳ２０）。
【０１０８】
　ステップＳ１８の判定がＮＯとなる場合は、建設機械１の位置が計画からずれており、
かつ、運転室５の向きが計画から僅かにずれている状態である。
【０１０９】
　そこで、表示制御部６３は、この位置と向きのずれを表現するために、作業計画情報に
含まれる計画姿勢に基づくバケット虚像の表示位置を、計画向きと検出向きの差に基づい
て制御し、作業計画情報に含まれる計画姿勢に基づくバケット虚像の表示サイズを、計画
位置と検出位置の差に基づいて制御する。
【０１１０】
　具体的には、表示制御部６３は、検出向きが計画向きよりも右側にあり、かつ、検出位
置が計画位置よりも後方にある場合には、図１７に示すように、バケット虚像１０１Ｇの
表示サイズを、計画位置が検出位置と一致する場合の表示サイズ（図７に示すバケット虚
像１０１Ｃのサイズ）よりも計画位置と検出位置の差に反比例させて小さくし、かつ、そ
の表示位置を、計画向きと検出向きが一致する場合の表示位置よりも、検出向きと計画向
きとの差に比例した距離だけ左側に移動させる。なお、図１７は、図１６に示す状態から
建設機械１が左前方に移動してバケット虚像が表示された場合の表示例を示している。
【０１１１】
　図１８は、図１７に示す状態から建設機械１が更に左前方に移動した場合の表示例を示
している。図１８では、計画向きと検出向きの差が図１７の場合よりも小さくなっている
ため、バケット虚像１０１Ｇよりも右側の位置にバケット虚像１０１Ｈが表示されている
。また、計画位置と検出位置の差が図１７の場合よりも小さくなっているため、バケット
虚像１０１Ｇよりも大きなサイズでバケット虚像１０１Ｈが表示されている。
【０１１２】
　ステップＳ２０の処理の後、表示制御部６３は、作業計画情報に基づく計画向きと計画
位置に、建設機械１の位置及び運転室５の向きを近づけることを指示する移動指示虚像を
投写表示部５０によって表示させる（ステップＳ２１）。
【０１１３】
　図１７及び図１８には、移動指示虚像として、「左前方に移動してバケットをバケット
画像に重ねてください」といったテキスト画像１０６を表示する例が示されている。
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【０１１４】
　ステップＳ１９の処理またはステップＳ２１の処理の後は、ステップＳ２に処理が戻る
。
【０１１５】
　以上のように、ＨＵＤ１０によれば、記憶部７０に記憶された作業計画情報と、建設機
械１の検出位置及び運転室５の検出向きとに基づいて、バケット４Ａを模したバケット虚
像を、計画上の掘削ポイントを示す位置に表示させることができる。
【０１１６】
　このため、作業者は、このバケット虚像によって、作業開始に適した建設機械１の位置
、向き、及び、バケット４Ａの姿勢を確認することができる。したがって、熟練度の低い
作業者が操作を行なう場合であっても、バケット虚像にバケット４Ａを重ね合わせること
で、作業計画情報にしたがった適切な状態で作業を開始することができる。これにより、
無駄な動きを行うことなく、計画通りの施工を行うことができ、作業効率の向上を図るこ
とができる。
【０１１７】
　また、ＨＵＤ１０によれば、バケット虚像が表示されない場合、又は、バケット虚像は
表示されるが建設機械１の位置又は運転室５の向きが計画通りになっていない場合には、
図１０～図１８に例示されるように、建設機械１の位置又は運転室５の向きの少なくとも
一方を変更するよう指示する情報が表示される。この情報にしたがって建設機械１を操作
することにより、建設機械１の位置及び運転室５の向きを、建設機械１の計画位置及び運
転室５の計画向きを容易に合わせることができるようになるため、作業効率を向上させる
ことができる。
【０１１８】
　また、ＨＵＤ１０によれば、バケット虚像とバケット４Ａとが重なったと判定されると
、図９に示すように、報知情報としてのテキスト画像１１２が表示される。このため、作
業者は、バケット４Ａが適切な姿勢になったことを容易に把握することができる。
【０１１９】
　なお、図９の表示例において、テキスト画像１１２を表示させる代わりに、バケット虚
像１０１Ｃの表示色を変更したり、バケット虚像１０１Ｃを点滅表示させたりすることで
、バケット４Ａの姿勢が計画姿勢に一致したことを作業者に報知してもよい。この場合に
は、バケット虚像１０１Ｃの一部が報知情報を構成する。
【０１２０】
　また、テキスト画像１１２を表示させる代わりに、ＨＵＤ１０にスピーカを追加し、表
示制御部６３は、このスピーカによってバケット４Ａの姿勢が計画姿勢に一致したことを
作業者に報知してもよい。また、テキスト画像１１２の表示と、バケット虚像１０１Ｃの
表示色変更又は点滅表示とを組み合わせたり、テキスト画像１１２の表示と、スピーカに
よる報知とを組み合わせたりしてもよい。このような構成とすることにより、作業者は、
より正確に作業を進めることができる。
【０１２１】
　また、図８に示すテキスト画像１１１、図１０及び図１１に示す回転矢印画像１０２及
びテキスト画像１０４、図１３及び図１４に示す矢印画像１２１及びテキスト画像１２２
、図１５に示す矢印画像１２３及びテキスト画像１２４、並びに、図１７及び図１８に示
すテキスト画像１０６の表示は必須ではない。また、これらの画像の表示のオンオフを作
業者の操作によって切り替えられるようにしてもよい。
【０１２２】
　例えば、投写範囲１１Ａに投写される表示内容が作業の妨げになると作業者が感じた場
合には、バケット虚像以外の画像の表示をオフにすることで、作業効率の安定化を図るこ
とができる。
【０１２３】
　また、図９の表示例において、表示制御部６３は、施工計画図面を更に表示させるよう
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にしてもよい。このような構成とすることにより、作業者は、施工イメージを確認しなが
ら施工を行うことができ、効率的に作業を進めることができる。
【０１２４】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【０１２５】
（１）　可動の作業機と、上記作業機が取り付けられかつ運転室を有する本体部とを有す
る乗り物に搭載される投写型表示装置であって、上記乗り物の位置及び上記運転室の向き
を検出する検出部と、光源から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空間変調
する光変調部を含み、上記光変調部により空間変調して得られた画像光を上記運転室に搭
載された投写面に投写して上記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、上記光変調
部に入力する上記画像情報を制御して上記投写表示部により表示させる虚像を制御する表
示制御部と、を備え、上記表示制御部は、記憶部に記憶された上記乗り物の位置、上記運
転室の向き、及び、上記作業機の姿勢を指定する作業計画情報と上記検出部により検出さ
れた上記位置及び上記向きとに基づいて、上記作業機を模した作業機虚像を上記投写表示
部に表示させる投写型表示装置。
【０１２６】
（２）　（１）記載の投写型表示装置であって、上記表示制御部は、上記作業機虚像の表
示位置を、上記作業計画情報によって指定される上記向きと、上記検出部により検出され
た上記向きとの差に基づいて制御する投写型表示装置。
【０１２７】
（３）　（１）又は（２）記載の投写型表示装置であって、上記表示制御部は、上記作業
機虚像の表示サイズを、上記作業計画情報によって指定される上記位置と、上記検出部に
より検出された上記位置との差に基づいて制御する投写型表示装置。
【０１２８】
（４）　（１）～（３）のいずれか１つに記載の投写型表示装置であって、上記表示制御
部は、上記作業計画情報によって指定される上記向きと、上記検出部により検出された上
記向きとの差が閾値以上の場合には、上記作業機虚像に代えて上記運転室の向きの変更を
指示する情報を上記投写表示部に表示させる投写型表示装置。
【０１２９】
（５）　（１）～（４）のいずれか１つに記載の投写型表示装置であって、上記投写表示
部によって表示される上記作業機虚像と上記作業機とが上記運転室の運転席から見て重な
るか否かを判定する重なり判定部を更に備え、上記表示制御部は、上記重なり判定部によ
って上記作業機虚像と上記作業機とが重なると判定された場合に、上記作業機が最適姿勢
になったことを上記運転室にいる作業者に報知する投写型表示装置。
【０１３０】
（６）　（５）に記載の投写型表示装置であって、上記表示制御部は、上記重なり判定部
によって上記作業機虚像と上記作業機とが重なると判定された場合に、上記作業機が上記
最適姿勢になったことを上記運転室にいる上記作業者に報知するための報知情報を上記投
写表示部に表示させる投写型表示装置。
【０１３１】
（７）　（５）に記載の投写型表示装置であって、上記表示制御部は、上記重なり判定部
によって上記作業機虚像と上記作業機とが重なると判定された場合に、上記作業機が上記
最適姿勢になったことを音で上記運転室にいる上記作業者に報知する投写型表示装置。
【０１３２】
（８）　（１）～（７）のいずれか１つに記載の投写型表示装置であって、上記表示制御
部は、上記作業機虚像を表示させている場合に、上記作業機の操作内容を指示するための
情報を上記投写表示部に更に表示させる投写型表示装置。
【０１３３】
（９）　可動の作業機と、上記作業機が取り付けられかつ運転室を有する本体部とを有す
る乗り物に搭載される投写型表示装置の制御方法であって、上記投写型表示装置は、光源
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から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空間変調する光変調部と、上記光変
調部により空間変調して得られた画像光を上記運転室に搭載された投写面に投写して上記
画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、を有し、上記乗り物の位置及び上記運転室
の向きを検出する検出ステップと、記憶部に記憶された上記乗り物の位置、上記運転室の
向き、及び、上記作業機の姿勢を指定する作業計画情報と、上記検出ステップにより検出
された上記位置及び上記向きとに基づいて、上記作業機を模した作業機虚像を上記投写表
示部に表示させる表示制御ステップを備える投写型表示装置の制御方法。
【０１３４】
（１０）　（９）記載の投写型表示装置の制御方法であって、上記表示制御ステップでは
、上記作業機虚像の表示位置を、上記作業計画情報によって指定される上記向きと上記検
出ステップにより検出された上記向きとの差に基づいて制御する投写型表示装置の制御方
法。
【０１３５】
（１１）　（９）又は（１０）記載の投写型表示装置の制御方法であって、上記表示制御
ステップでは、上記作業機虚像の表示サイズを、上記作業計画情報によって指定される上
記位置と、上記検出ステップにより検出された上記位置との差に基づいて制御する投写型
表示装置の制御方法。
【０１３６】
（１２）　（９）～（１１）のいずれか１つに記載の投写型表示装置の制御方法であって
、上記表示制御ステップでは、上記作業計画情報によって指定される上記向きと、上記検
出ステップにより検出された上記向きとの差が閾値以上の場合には、上記作業機虚像に代
えて上記運転室の向きの変更を指示する情報を上記投写表示部に表示させる投写型表示装
置の制御方法。
【０１３７】
（１３）　（９）～（１２）のいずれか１つに記載の投写型表示装置の制御方法であって
、上記投写表示部によって表示される上記作業機虚像と上記作業機とが上記運転室の運転
席から見て重なるか否かを判定する重なり判定ステップを更に備え、上記表示制御ステッ
プでは、上記重なり判定ステップによって上記作業機虚像と上記作業機とが重なると判定
された場合に、上記作業機が最適姿勢になったことを上記運転室内にいる作業者に報知す
る投写型表示装置の制御方法。
【０１３８】
（１４）　（１３）記載の投写型表示装置の制御方法であって、上記表示制御ステップで
は、上記重なり判定ステップによって上記作業機虚像と上記作業機とが重なると判定され
た場合に、上記作業機が上記最適姿勢になったことを上記運転室内にいる上記作業者に報
知するための報知情報を上記投写表示部に表示させる投写型表示装置の制御方法。
【０１３９】
（１５）　（１３）記載の投写型表示装置の制御方法であって、上記表示制御ステップで
は、上記重なり判定ステップによって上記作業機虚像と上記作業機とが重なると判定され
た場合に、上記作業機が上記最適姿勢になったことを音で上記運転室内にいる作業者に報
知する投写型表示装置の制御方法。
【０１４０】
（１６）　（９）～（１５）のいずれか１つに記載の投写型表示装置の制御方法であって
、上記表示制御ステップでは、上記作業機虚像を表示させている場合に、上記作業機の操
作内容を指示するための情報を上記投写表示部に更に表示させる投写型表示装置の制御方
法。
【０１４１】
（１７）　可動の作業機と、上記作業機が取り付けられかつ運転室を有する本体部とを有
する乗り物に搭載される投写型表示装置の制御プログラムであって、上記投写型表示装置
は、光源から出射される光を、入力される画像情報に基づいて空間変調する光変調部と、
上記光変調部により空間変調して得られた画像光を上記運転室に搭載された投写面に投写
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して上記画像光に基づく虚像を表示する投写表示部と、を有し、上記乗り物の位置及び上
記運転室の向きを検出する検出ステップと、記憶部に記憶された上記乗り物の位置、上記
運転室の向き、及び、上記作業機の姿勢を指定する作業計画情報と、上記検出ステップに
より検出された上記位置及び上記向きとに基づいて、上記作業機を模した作業機虚像を上
記投写表示部に表示させる表示制御ステップと、をコンピュータに実行させるための投写
型表示装置の制御プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明によれば、建設機械又は農作機械等といった作業機を有する乗り物による作業効
率を向上させることができる。
【符号の説明】
【０１４３】
１　建設機械
２　下部走行体
３　上部旋回体
４　フロント作業部
４Ａ　バケット
５　運転室
６　運転席
１０　ＨＵＤ
１１　フロントウインドシールド
１１Ａ　投写範囲
１４　方位センサ
１５　ＧＰＳ受信機
４０　光源ユニット
４０Ａ　光源制御部
４１ｒ　Ｒ光源
４１ｇ　Ｇ光源
４１ｂ　Ｂ光源
４２ｒ、４２ｇ、４２ｂ　コリメータレンズ
４３　ダイクロイックプリズム
４４　光変調素子
４５　駆動部
４６　投写光学系
４７　拡散板
４８　反射ミラー
４９　拡大鏡
５０　投写表示部
６０　システム制御部
６１　検出部
６２　重なり判定部
６３　表示制御部
７０　記憶部
８０　センサ群
１０１Ａ、１０１Ｃ、１０１Ｄ、１０１Ｅ、１０１Ｆ，１０１Ｇ、１０１Ｈ　バケット虚
像
１０３、１０４、１０５、１０６、１１１、１１２、１２２、１２４、　テキスト画像
１０２　回転矢印画像
１１３　画像
１２１、１２３　矢印画像
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